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　　　当社は、2024年11月13日開催の取締役会において、海外子会社4社の連結決算への取込期間を変更

　　いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

１．変更の理由

　　当社は海外連結子会社の事業拡大にともない決算業務負担が増加していることから、連結決算業務を

　　効率的、且つ、正確に行う為、決算取込期間を毎年1月1日から12月31日までに変更するものであり

　　ます。

２．決算取込期間の変更の内容

　　現　在：毎年4月1日から翌年3月31日

　　変更後：毎年1月1日から12月31日

　　注）決算取込期間変更の経過期間となる第162期は、2024年4月1日から2024年12月31日までが

　　　　取込期間となる予定です。

３．対象海外連結子会社

　　日工(上海)工程机械有限公司

　　Nikko Asia (Thailand) Co.,Ltd

　　Nikko Global Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd

　　Nikko Baumaschinen GmbH

４．今後の見通し

　　当該変更による連結業績予想への影響は軽微でありますが、第162期の業績見通しにつきましては、

　　別途、2024年11月13日付「業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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